
平成１７年８月２日

骨子案（５）の表現について

岡 村 勲

骨子案（５）の各所において、「教示」という言葉が使われていますが、こ

れは上から下に向かってものを言っているようであり、不適切と考えます。そ

こで、以下のように改めるよう提案させて頂きます。

１ ３ｐ 下から 13行目
４ｐ 下から６行目

５ｐ 上から 13行目
の「教示」を「説明」に改める。

２ ４ｐ 上から５行目

の「教示等」を「情報提供等」に改める。
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平 成 １ ７ 年 ７ 月 ３ ０ 日

意 見

岡 村 勲

犯 罪 被 害 者 等 基 本 計 画 案 （ 骨 子 ） 第 ６ に つ い て

３ ６ 頁 【 今 後 講 じ て い く 施 策 】

（ １ ） ア 犯 罪 被 害 者 等 施 策 推 進 会 議 を 「 活 用 し 」 と な っ て い ま

す が 、 推 進 会 議 は 、 施 策 を 推 進 す る 最 高 機 関 で 、 活 用 す る 主 体 が あ

り ま せ ん か ら 、「 活 用 し 」 は 、 お か し い と 思 い ま す 。

よ い 言 葉 が 見 つ か り ま せ ん が 、「 犯 罪 被 害 者 等 施 策 推 進 会 議 の も

と で 」 と い う の は ど う で し ょ う か 。

イ 以 下 に も 活 用 し と い う 言 葉 が 出 ま す が 、 こ れ に つ い て も 適 当 な 言

葉 が な い の か な 、 と 思 い ま す 。
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平成１７年８月２日

犯罪被害者等基本計画［骨子］（案）

に対する意見について

岡 村 勲

第１ 犯罪被害者等基本計画［骨子］（案）について、以下のように修

正すべきである。

【３６ｐ以下の今後講じていく施策】

（２）ア

修正前の文言 ⇒ ・・・・窓口となる部局及び体制を確認する。

修正後の文言 ⇒ ・・・・窓口となる部局の設置など体制を整備するよう

勧告する。

修正理由： 単なる確認だけでなくもっと積極的な働きかけが必要である。

（６）イ

修正前の文言 ⇒ ・・・・効果についての評価を実施し、基本計画及び・

・・・

修正後の文言 ⇒ ・・・・効果についての評価を実施し、その結果を基本

計画及び・・・・

（７）

第２４条２項２号と内閣府との関係が不明確であり、また、文章が難しす

ぎ、一般人に理解しがたいので、分かりやすくして頂きたい。

第２ 犯罪被害者等基本計画［骨子］（案）に関し、内閣府において以

下の疑問にお答え頂きたい。

【３６ｐ以下の今後講じていく施策】

（６）ア

ここで言う「施策・事業」とは具体的には何を言うのか明らかにして頂

きたい。また、これと２４条２項２号との関係についてもご説明頂きたい。


